
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 

（令和８年３月５日保医発 0305 第 8 号）（0402 訂正後）」 

【ベースアップ評価料の抜粋】 

 

第 104 看護職員処遇改善評価料 

 １ 看護職員処遇改善評価料の施設基準 

(１) 以下のいずれかに該当すること。 

ア 次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当すること。 

(イ) 「Ａ２０５」救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であるこ

と。 

(ロ) 救急用の自動車(消防法(昭和 23 年法律第 186 号)及び消防法施行令(昭和 36 年政

令第 37 号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自

動車並びに道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)及び道路交通法施行令(昭和 35 年政

令第 270 号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をい

う。)又は救急医療用ヘリコプター(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確

保に関する特別措置法(平成 19 年法律第 103 号)第２条に規定する救急医療用ヘリコ

プターをいう。)による搬送件数(以下「救急搬送実績」という。)が、年間で 200 件

以上であること。 

イ 「救急医療対策事業実施要綱」(昭和 52 年７月６日医発第 692 号)に定める第３「救命

救急センター」、第４「高度救命救急センター」又は第５「小児救命救急センター」を設

置している保険医療機関であること。 

(２) 救急搬送実績については、以下の取扱いとする。 

ア 救急搬送実績は、賃金の改善を実施する期間を含む年度(以下「賃金改善実施年度」と

いう。)の前々年度１年間における実績とすること。 

イ アにかかわらず、新規届出を行う保険医療機関については、新規届出を行った年度に限

り、賃金改善実施年度の前年度１年間における実績とすること。 

ウ 現に看護職員処遇改善評価料を算定している保険医療機関については、賃金改善実施年

度の前々年度１年間の救急搬送実績が(１)のアの(ロ)の基準を満たさない場合であって

も、賃金改善実施年度の前年度のうち連続する６か月間における救急搬送実績が 100 件

以上である場合は、同(ロ)の基準を満たすものとみなすこと。ただし、本文の規定を適

用した年度の翌年度においては、本文の規定は、適用しないこと。 

(３) 当該評価料を算定する場合は、当該保険医療機関に勤務する看護職員等(保健師、助産

師、看護師及び准看護師(非常勤職員を含む。)をいう。以下同じ。)に対して、当該評価料

の算定額に相当する賃金(基本給、手当、賞与等を含む。以下同じ。)の改善を実施しなけ

ればならないこと。ただし、退職手当の改善に用いてはならないこと。 

この場合において、賃金の改善措置の対象者については、当該保険医療機関に勤務する看

護職員等に加え、当該保険医療機関の実情に応じて、当該保険医療機関に勤務する看護補助

者、理学療法士、作業療法士その他別表１に定める職員(非常勤職員を含む。)も加えるこ

とができること。 



(４) 賃金改善の実績については、当該保険医療機関における「令和８年３月又は５月時点の

給与体系（令和８年５月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあって

は、令和８年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和８年

度診療報酬改定によるベースアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。）を、当該年

度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算定し

た年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断すること。なお、基本給等

とは、基本給又は決まって毎月支払われる手当をいう。また、賃金改善の実績については、

当該評価料及び医科点数表における外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)並びに入

院ベースアップ評価料、歯科点数表における歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び

(Ⅱ)並びに入院ベースアップ評価料並びに調剤点数表における調剤ベースアップ評価料

（以下「ベースアップ評価料」という。)について共通のものであること。 

ただし、「令和８年３月又は５月時点の給与体系（令和８年５月までにベースアップ評価

料を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和８年度診療報酬改定前のベースアップ評価

料による賃金改善後であって令和８年度診療報酬改定によるベースアップ評価料による賃金

改善前の体系に限る。）を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給

等総額」、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」及び賃金改善

の実績には、「令和７年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」によっ

て交付される補助金による部分は含めないものとする。 

(５) (３)について、安定的な賃金改善を確保する観点から、当該評価料による賃金改善の合

計額の３分の２以上は、基本給等の引上げ(以下「ベア等」という。)により改善を図るこ

と。なお、恒常的に夜間を含む交替制勤務をとっている職場の職員に支払われる夜勤手当に

ついては、決まって毎月支払われる手当に準じて基本給等に含めて差し支えない。 

(６) (５)について、原則として、賃金改善実施期間内に賃金の改善措置を行う必要があるこ

と。 

(７) 当該評価料を算定する場合は、当該保険医療機関における看護職員等の数(保健師、助産

師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。以下同じ。)及び延べ入院患者数(入院基

本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料１を除く。)を算定し

ている患者の延べ人数をいう。以下同じ。)を用いて次の式により算出した数【Ａ】に基づ

き、別表２に従い該当する区分を届け出ること。 

常勤の職員の常勤換算数は１とする。常勤でない職員の常勤換算数は、「当該常勤でない

職員の所定労働時間」を「当該保険医療機関において定めている常勤職員の所定労働時間」

で除して得た数(当該常勤でない職員の常勤換算数が１を超える場合は、１とする。)とす

る。 

 

看護職員等の賃上げ必要額 

(当該保険医療機関の看護職員等の数×12,000 円×1.165) 

    【Ａ】＝                                 

 当該保険医療機関の延べ入院患者数×10 円 

 



(８) (７)について、「看護職員等の数」は、２の（１）の届出を行う月の直近３月の期間の

各月１日時点における看護職員等の数の平均の数値を用いること。「延べ入院患者数」は、

２の（１）の届出を行う月の直近３月の期間の１月あたりの延べ入院患者数の平均の数値を

用いること。 

また、前回届け出た時点と比較して、「看護職員等の数」又は「延べ入院患者数」に１割

以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合に

は、算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に

基づく点数を算定すること。 

(９) 当該保険医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。 

(10) 当該保険医療機関は、(３)の賃金の改善措置の対象者に対して、賃金改善を実施する方

法等について、２の（１）届出及び区分変更に合わせて周知するとともに、就業規則等の内

容についても周知すること。また、当該対象者から当該評価料に係る賃金改善に関する照会

を受けた場合には、当該対象者についての賃金改善の内容について、書面を用いて説明する

こと等により分かりやすく回答すること。 

(11) 過年度において当該評価料を算定している場合、前年度及び当年度に提出が必要な賃金

改善実績報告書を適切に提出していること。 

２ 届出に関する事項 

(１) 看護職員処遇改善評価料の施設基準に係る届出及び１の(７)及び(８)に基づき、新規届

出時及び区分変更時において算出した該当する区分に係る届出は、別添２の様式 97 を用い

ること。 

(２) 毎年８月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため、「賃金改善実

績報告書」を別添２の様式 100 の別添１により作成し、地方厚生(支)局長に報告するこ

と。また、毎年８月において、賃金改善実施年度における賃金改善の取組状況を当該保険医

療機関において適切に把握するため、「賃金改善中間報告書」を別添２の様式 100 の別添

１により作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。 

(３) 事業の継続を図るため、職員の賃金水準(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価

料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、当該保険医療

機関の収支状況、賃金水準の引下げの内容等について記載した「特別事情届出書」を、別添

２の様式 94 により作成し、届け出ること。 

なお、年度を超えて看護職員等の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に(２)

の「賃金改善中間報告書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届け出る必要がある

こと。 

(４) 保険医療機関は、看護職員処遇改善評価料の算定に係る書類(「賃金改善中間報告書」等

の記載内容の根拠となる資料等)を、当該評価料を算定する年度の終了後３年間保管するこ

と。 

 

第 105 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 

 １ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準 

(１) 外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。 



(２) 当該保険医療機関に勤務する職員(40 歳以上の医師及び歯科医師並びに業務委託により勤

務する者を除く。以下、この区分において「対象職員」という。)がいること。 

(３) 当該評価料により得られる収入は、対象職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当

（以下、「基本給等」という。）の引上げ（以下「ベア等」という。）及びそれに伴う賞

与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いること。なお、

恒常的に夜間を含む交替制勤務をとっている職場の職員に支払われる夜勤手当については、

決まって毎月支払われる手当に準じて基本給等に含めて差し支えない。 

ただし、ベア等を行った保険医療機関において、患者数等の変動等により当該評価料によ

る収入が上記の増加分に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合に限り、

賞与等の手当など、ベア等以外の方法による賃金改善を行うことが認められる。いずれの場

合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料によっ

て賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水

準を低下させてはならない。 

また、賃金改善の実績については、当該保険医療機関における「令和８年３月又は５月時

点の給与体系（令和８年５月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあ

っては、令和８年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和

８年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。）を、当

該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算

定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断すること。なお、賃金

改善の実績については、ベースアップ評価料及び看護職員処遇改善評価料について共通のも

のであること。 

ただし、「令和８年３月又は５月時点の給与体系（令和８年５月までにベースアップ評価

料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和８年度診療報酬改定前のベースアップ評

価料等による賃金改善後であって令和８年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等によ

る賃金改善前の体系に限る。）を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に

当てはめた場合の基本給等総額」、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本

給等総額」及び賃金改善の実績には、「令和７年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に

対する支援事業」によって交付される補助金による部分は含めないものとする。 

また、６月から翌年５月の１年間に算定した当該評価料による収入を、当該年の４月から

翌年３月の賃金改善に充当することは差し支えない。 

(４) 当該保険医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。 

(５) 当該保険医療機関は、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、３の

（１）の届出に合わせて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知すること。ま

た、対象職員から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、当該対象者に

ついての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かりやすく回答す

ること。 

(６) 過年度において当該評価料を算定している場合、前年度及び当年度に提出が必要な賃金

改善実績報告書を適切に提出していること。 

２ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注５に関する施設基準 

以下のいずれかに該当する保険医療機関であること。 



(１) 令和８年３月 31 日時点において外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていた保険

医療機関 

(２) 令和８年度の対象職員（医師及び歯科医師を除く。）の、当該評価料を算定する月時点

の基本給等を合計し、当該対象職員を令和６年３月時点の給与体系に当てはめた場合と比較

した場合に、５分５厘（看護補助者、事務職員については、８分）に相当する水準以上のベ

ア等を行った保険医療機関又は令和９年度の対象職員（医師及び歯科医師を除く。）の当該

評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、当該対象職員を令和６年３月時点の給与体系

に当てはめた場合と比較した場合に、８分７厘（看護補助者、事務職員については、１割３

分７厘）に相当する水準以上のベア等を行った保険医療機関 

３ 届出に関する事項 

(１) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添２の様式 95 を用いる

こと。ただし、２の（２）の基準を満たす場合における届出は、追加で別添２の様式 98 を

用いること。 

(２) 毎年８月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため、「賃金改善実

績報告書」を別添２の様式 100 の別添１により作成し、地方厚生(支)局長に報告するこ

と。また、毎年８月において、算定を行っている年度における賃金改善の取組状況を当該保

険医療機関において適切に把握するため、「賃金改善中間報告書」を別添２の様式 100 の

別添１により作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。 

(３) 事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ

評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、当該保険

医療機関の収支状況、賃金水準の引下げの内容等について記載した「特別事情届出書」を、

別添２の様式 94 により作成し、届け出ること。 

なお、年度を超えて対象職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に(２)の

「賃金改善中間報告書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届け出る必要があるこ

と。 

(４) 保険医療機関は、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定に係る書類(「賃金改善実績

報告書」等の記載内容の根拠となる資料等)を、当該評価料を算定する年度の終了後３年間

保管すること。 

(５) 法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関において、「賃金改善実績報告

書」及び「賃金改善中間報告書」を複数の保険医療機関を集約して作成する場合には、場合

には、別添２の様式 100 の別添１の代わりに、別添２の様式 100 の別添２を用いることと

する。 

 

第 106 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) 

１ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準 

(１) 医科点数表又は歯科点数表第１章第２部第１節の入院基本料（特別入院基本料等を含

む。）、同部第３節の特定入院料又は同部第４節の短期滞在手術等基本料（短期滞在手術等

基本料１を除く。）の１月あたりの合計算定回数が 30 未満の保険医療機関であること。 

(２) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っており、入院ベースアップ評価料の届

出を行っていない保険医療機関であること。 



(３) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により

算定される点数の見込み（ただし、当該評価料の注５又は注７に規定する点数を算定する場

合は、それぞれ１から３まで又は注６に規定する点数を算定したものとする。）を合算した

数に 10 円を乗じた額が、次のアからエにそれぞれ別表３に定める数を乗じた額の合計（以

下、「賃金改善算定基礎額」という。）の５割未満であること。ただし、月額賃金とは、基

本給又は決まって毎月支払われる手当（以下「基本給等」という。）及び時間外手当等の月

ごとに変動して支払われる手当の合計をいい、賞与、期末・勤勉手当等特定の時期にのみ支

払われる手当を含まない。なお、「月額賃金」には、「令和７年度医療機関等における賃上

げ・物価上昇に対する支援事業」によって交付される補助金による部分は、含めないものと

する。 

ア 当該保険医療機関に勤務する職員(40 歳以上の医師及び歯科医師並びに業務委託により

勤務する者を除く。以下、この区分において「対象職員」という。)のうち、医師、歯科

医師、看護補助者及び事務職員を除く職員の月額賃金総額 

イ 当該保険医療機関に勤務する看護補助者及び事務職員（業務委託により勤務する者を除

く。）の月額賃金総額 

ウ 40 歳未満の常勤の医師及び歯科医師（事業主及び役員を除く。）の数 

エ 40 歳未満の週 22 時間以上勤務（宿日直を除く。）する非常勤の医師及び歯科医師（事

業主及び役員を除く。）の数 

(４) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の保険医療機関ごとの区分については、当該保険医

療機関における賃金改善算定基礎額、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・

在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み並びに外来・在宅ベースアッ

プ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みを用いて算

出した数【Ｂ】に基づき、別表４に従い該当するいずれかの区分を届け出ること。ただし、

医科歯科併設の保険医療機関であって、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基

準についても届出を行う保険医療機関については、同一の区分により届け出ること(例え

ば、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)２の届出を行う場合は、外来・在宅ベースア

ップ評価料(Ⅱ)２を届け出ること。)。 

 

賃金改善算定基礎額×0.5－(外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び 

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み)×10 円 

【Ｂ】＝ 

(外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み×８ 

+ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み 

+ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み×８ 

+ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み  )×10 円 

 

 

(５) (３)のア及びイは、原則として３の（１）の届出を行う月の直近１月の総額（ただし、

届出を行う月より前に既に当該年度の賃金改善が開始されている場合は、当該賃金改善を開

始する前月の総額）を用いること。 



（３）のウ及びエは、３の（１）の届出を行う月の直近３月の期間の各月１日時点におけ

る１月あたりの平均の数値を用いること。「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」及び「外来・在宅ベ

ースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」

は「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添１の第２章第

14 部第１節「Ｏ００１」外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の（２）から（５）及び

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添２の第２章第 15

部第１節「Ｐ００１」歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の（２）から（５）までに

掲げる基本診療料等の算定回数を用いて計算し、３の（１）の届出を行う月の直近３月の期

間の１月あたりの平均の数値を用いること。 

また、届け出た時点と比較して、対象職員の数又は３月ごとの外来・在宅ベースアップ

評価料（Ⅰ）及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の合計算定回数に１割以上の変

動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を

行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数

を算定すること。 

(６) 当該評価料により得られる収入は、対象職員の基本給等の引上げ（以下「ベア等」とい

う。）及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加

分に用いること。なお、恒常的に夜間を含む交替制勤務をとっている職場の職員に支払われ

る夜勤手当については、決まって毎月支払われる手当に準じて基本給等に含めて差し支えな

い。 

ただし、ベア等を行った保険医療機関において、患者数等の変動等により当該評価料によ

る収入が上記の増加分に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合に限り、

賞与等の手当など、ベア等以外の方法による賃金改善を行うことが認められる。いずれの場

合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料によっ

て賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水

準を低下させてはならない。 

また、賃金改善の実績については、当該保険医療機関における「令和８年３月又は５月時

点の給与体系（令和８年５月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあ

っては、令和８年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和

８年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。）を、当

該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算

定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断すること。なお、賃金

改善の実績については、ベースアップ評価料及び看護職員処遇改善評価料について共通のも

のであること。 

ただし、「令和８年３月又は５月時点の給与体系（令和８年５月までにベースアップ評価

料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和８年度診療報酬改定前のベースアップ評

価料等による賃金改善後であって令和８年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等によ

る賃金改善前の体系に限る。）を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に

当てはめた場合の基本給等総額」、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本



給等総額」及び賃金改善の実績には、「令和７年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に

対する支援事業」によって交付される補助金による部分は含めないものとする。 

また、６月から翌年５月の１年間に算定した当該評価料による収入を、当該年の４月から

翌年３月の給与改善に充当することは差し支えない。 

(７) 常勤換算２名以上の対象職員が勤務していること。ただし、「基本診療料の施設基準

等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。 

(８) 当該保険医療機関において、以下に掲げる社会保険診療等に係る収入金額(以下、「社会

保険診療等収入金額」という。)の合計額が、総収入の 100 分の 80 を超えること。 

ア 社会保険診療(租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 26 条第２項に規定する社会

保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第

50 号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によってい

る場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね 100 分の 10 以下の場合をいう。)

の場合に限る。)及び保険外併用療養費（健康保険法第 86 条に規定する保険外併用療養

費をいう。）を支給された場合に当該療養に関して患者から支払われる料金を含む。) 

イ 健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第６条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同

法第４条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入

金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限

る。) 

ウ 予防接種(予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)第２条第６項に規定する定期の予防接種

等その他医療法施行規則第 30 条の 35 の３第１項第２号ロの規定に基づき厚生労働大臣

が定める予防接種(平成 29 年厚生労働省告示第 314 号)に規定する予防接種をいう。)に

係る収入金額 

エ 助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(１の分娩に

係る助産に係る収入金額が 50 万円を超えるときは、50 万円を限度とする。) 

オ 介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第 26 条第２項第４

号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。) 

カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第６条に規定する介護給

付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例

特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給

付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費並びに同法第 77 条及び第 78

条に規定する地域生活支援事業に係る収入金額 

キ 児童福祉法第 21 条の５の２に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、

同法第 24 条の２に規定する障害児入所給付費、同法第 24 条の７に規定する特定入所障

害児食費等給付費並びに同法第 24 条の 25 に規定する障害児相談支援給付費及び特例障

害児相談支援給付費に係る収入金額 

ク 国、地方公共団体及び保険者等が交付する補助金等に係る収入金額 

(９) 当該保険医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。 

(10) 当該保険医療機関は、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、３の

（１）の届出及び区分変更に合わせて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知

すること。また、対象職員から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、



当該対象者についての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かり

やすく回答すること。 

(11) 過年度において当該評価料を算定している場合、前年度及び当年度に提出が必要な賃金

改善実績報告書を適切に提出していること。 

２ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注５及び注６に関する施設基準 

以下のいずれかに該当する保険医療機関であること。 

(１) 令和８年３月 31 日時点において外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）を届け出ていた保

険医療機関 

(２) 令和８年度の対象職員（医師及び歯科医師を除く。）の当該評価料を算定する月時点の

基本給等を合計し、当該対象職員を令和６年３月時点の給与体系に当てはめた場合と比較し

た場合に、５分５厘（看護補助者、事務職員については、８分）に相当する水準以上のベア

等を行った保険医療機関又は令和９年度の対象職員（医師及び歯科医師を除く。）の当該評

価料を算定する月時点の基本給等を合計し、当該対象職員を令和６年３月時点の給与体系に

当てはめた場合と比較した場合に、８分７厘（看護補助者、事務職員については、１割３分

７厘）に相当する水準以上のベア等を行った保険医療機関 

３ 届出に関する事項 

(１) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添２の様式 96 を用いる

こと。ただし、２の（２）の基準を満たす場合における届出は、追加で別添２の様式 98 を

用いること。なお、令和８年度及び令和９年度においてベースアップ評価料の点数構造の変

更に伴い、評価区分を見直す必要があるため、新規届出時及び毎年６月１日時点において当

該評価料を算定できるよう、地方厚生(支)局長に届け出ること。 

(２) 毎年８月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため、「賃金改善実

績報告書」を別添２の様式 100 の別添１により作成し、地方厚生(支)局長に報告するこ

と。また、毎年８月において、算定を行っている年度における賃金改善の取組状況を当該保

険医療機関において適切に把握するため、「賃金改善中間報告書」を別添２の様式 100 の

別添１により作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。 

(３) 事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ

評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、当該保険

医療機関の収支状況、賃金水準の引下げの内容等について記載した「特別事情届出書」を、

別添２の様式 94 により作成し、届け出ること。 

なお、年度を超えて対象職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に(２)の

「賃金改善中間報告書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届け出る必要があるこ

と。 

(４) 保険医療機関は、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定に係る書類(「賃金改善中間

報告書」等の記載内容の根拠となる資料等)を、当該評価料を算定する年度の終了後３年間

保管すること。 

(５) 法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関において、保険医療機関の「月額

賃金総額」及び「対象職員数」を通算して届出を行う場合には、別添２の様式 96 の作成に

当たって別添２の様式 99 を、「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」を複数



の保険医療機関を集約して作成する場合には、別添２の様式 100 の別添１の代わりに、別

添２の様式 100 の別添２を用いることとする。 

 

第 106 の２ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 

１ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準 

(１) 外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。 

(２) 当該保険医療機関に勤務する職員(40 歳以上の歯科医師及び医師並びに業務委託により勤

務する者を除く。以下、この区分において「対象職員」という。)がいること。 

(３) 当該評価料により得られる収入は、対象職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当

(以下「基本給等」という。)の引上げ（以下「ベア等」という。）及びそれに伴う賞与、

時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いること。なお、恒常

的に夜間を含む交替制勤務をとっている職場の職員に支払われる夜勤手当については、毎月

支払われる手当に準じて基本給等に含めて差し支えない。 

ただし、ベア等を行った保険医療機関において、患者数等の変動等により当該評価料によ

る収入が上記の増加分に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合に限り、

賞与等の手当など、ベア等以外の方法による賃金改善を行うことが認められる。いずれの場

合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料によっ

て賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準

を低下させてはならない。 

また、賃金改善の実績については、当該保険医療機関における「令和８年３月又は５月時

点の給与体系（令和８年５月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあ

っては、令和８年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和

８年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。）を、当

該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、

「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断する

こと。なお、賃金改善の実績については、ベースアップ評価料及び看護職員処遇改善評価料

について共通のものであること。 

ただし、「令和８年３月又は５月時点の給与体系（令和８年５月までにベースアップ評価

料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和８年度診療報酬改定前のベースアップ評

価料等による賃金改善後であって令和８年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等によ

る賃金改善前の体系に限る。）を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に

当てはめた場合の基本給等総額」、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本

給等総額」及び賃金改善の実績には、「令和７年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に

対する支援事業」によって交付される補助金による部分は含めないものとする。 

また、６月から翌年５月の１年間に算定した当該評価料による収入を、当該年の４月から

翌年３月の賃金改善に充当することは差し支えない。 

(４) 当該保険医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。 

(５) （１）の当該保険医療機関は、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等につい

て、３の（１）の届出に合わせて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知する

こと。また、対象職員から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、当該



対象者についての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かりやす

く回答すること。 

(６) 過年度において当該評価料を算定している場合、前年度及び当年度に提出が必要な賃金

改善実績報告書を適切に提出していること。 

２ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注５に関する施設基準 

以下のいずれかに該当する保険医療機関であること。 

(１) 令和８年３月 31 日時点において歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていた

保険医療機関 

(２) 令和８年度に対象職員（歯科医師及び医師を除く。）の当該評価料を算定する月時点の

基本給等を合計し、その対象職員を令和６年３月時点の給与体系に当てはめた場合と比較し

た場合に、５分５厘（看護補助者、事務職員については、８分）に相当する水準以上のベア

等を行った保険医療機関又は令和９年度の対象職員（歯科医師及び医師を除く。）の当該評

価料を算定する月時点の基本給等を合計し、令和６年３月時点と比較した場合に、８分７厘

（看護補助者、事務職員については、１割３分７厘）相当する水準以上のベア等を行った保

険医療機関 

３ 届出に関する事項 

(１) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添２の様式 95 を用

いること。ただし、２の（２）の基準を満たす場合における届出は、追加で別添２の様式

98 を用いること。 

(２) 毎年８月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため、「賃金改善実

績報告書」を別添２の様式 100 の別添１により作成し、地方厚生(支)局長に報告するこ

と。また、毎年８月において、算定を行っている年度における賃金改善の取組状況を当該保

険医療機関において適切に把握するため、「賃金改善中間報告書」を別添２の様式 100 の

別添１により作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。 

(３) 事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ

評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、当該保険

医療機関の収支状況、賃金水準の引下げの内容等について記載した「特別事情届出書」を、

別添２の様式 94 により作成し、届け出ること。 

なお、年度を超えて対象職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に(２)の

「賃金改善中間報告書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届け出る必要があるこ

と。 

(４) 保険医療機関は、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定に係る書類(「賃金改善

中間報告書」等の記載内容の根拠となる資料等)を、当該評価料を算定する年度の終了後３

年間保管すること。 

(５) 法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関において、「賃金改善実績報告

書」及び「賃金改善中間報告書」を複数の保険医療機関を集約して作成する場合には、場合

には、別添２の様式 100 の別添１の代わりに、別添２の様式 100 の別添２を用いることと

する。 

 



第 106 の３ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) 

１ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準 

(１) 医科点数表又は歯科点数表第１章第２部第１節の入院基本料（特別入院基本料等を含

む。）、同部第３節の特定入院料又は同部第４節の短期滞在手術等基本料（短期滞在手術等

基本料１を除く。）の１月あたりの算定回数が 30 未満の保険医療機関であること。 

(２) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っており、入院ベースアップ評価料

の届出を行っていない保険医療機関であること。 

(３) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により

算定される点数の見込み（ただし、当該評価料の注５又は注７に定める点数を算定する場合

は、１から３まで又は注６に定める点数を算定したものとする。）を合算した数に 10 円を

乗じた額が、次のアからエにそれぞれ別表３に定める数を乗じた額の合計金額（以下、「賃

金改善算定基礎額」という。）の５割未満であること。ただし、月額賃金とは、基本給又は

決まって毎月支払われる手当（以下「基本給等」という。）及び時間外手当等の月ごとに変

動して支払われる手当の合計をいい、賞与、期末・勤勉手当等特定の時期にのみ支払われる

手当を含まない。なお、「月額賃金」には、「令和７年度医療機関等における賃上げ・物価

上昇に対する支援事業」によって交付される補助金による部分は、含めないものとする。 

ア 当該保険医療機関に勤務する職員(40 歳以上の歯科医師及び医師並びに業務委託により

勤務する者を除く。以下、この区分において「対象職員」という。)のうち、歯科医師、

医師、看護補助者及び事務職員を除く職員の月額賃金総額 

イ 当該保険医療機関に勤務する看護補助者及び事務職員（業務委託により勤務する者を除

く。）の月額賃金総額 

ウ 40 歳未満の常勤の歯科医師及び医師（事業主及び役員を除く。）の数 

エ 40 歳未満の週 22 時間以上勤務（宿日直を除く。）する非常勤の歯科医師及び医師（事

業主及び役員を除く。）の数 

(４) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の保険医療機関ごとの区分については、当該保

険医療機関における賃金改善算定基礎額、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び外

来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み並びに歯科外来・在宅ベ

ースアップ評価料(Ⅱ)及び外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みを用い

て算出した数【Ｂ】に基づき、別表４に従い該当するいずれかの区分を届け出ること。ただ

し、医科歯科併設の保険医療機関であって、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基

準についても届出を行う保険医療機関については、同一の区分により届け出ること(例えば

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)２の届出を行う場合は、外来・在宅ベースアップ

評価料(Ⅱ)２を届け出ること。)。 

 

賃金改善算定基礎額×0.5－(外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び 

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み)×10 円 

【Ｂ】＝ 

(外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み×８ 

+ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み 

+ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み×８ 

+ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み  )×10 円 



 

 

(５) （３）のア及びイは、原則として３の（１）の届出を行う月の直近１月の総額 （ただ

し、届出を行う月より前に既に当該年度の賃金改善が開始されている場合は、当該賃金改善

を開始する前月の総額）を用いること。 

（３）のウ及びエは、３の（１）の届出を行う月の直近３月の期間の各月１日時点におけ

る１月あたりの平均の数値を用いること。「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」及び「歯科外来・在

宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」

は、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添２の第２章第

15 部第１節「Ｐ００１」歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の（２）から（５）及

び「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について別添１の第２章第 14

部第１節「Ｏ００１」外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の（２）から（５）までに掲げ

る基本診療料等の算定回数を用いて計算し、３の（１）の届出を行う月の直近３か月の期間

の１月あたりの平均の数値を用いること。 

また、届け出た時点と比較して、対象職員の数又は３月ごとの歯科外来・在宅ベースア

ップ評価料（Ⅰ）及び外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の合計算定回数に１割以上の変

動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を

行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数

を算定すること。 

(６) 当該評価料により得られる収入は、対象職員の基本給等の引上げ（以下「ベア等」とい

う）及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分

に用いること。なお、恒常的に夜間を含む交替制勤務をとっている職場の職員に支払われる

夜勤手当については、毎月支払われる手当に準じて基本給等に含めて差し支えない。 

ただし、ベア等を行った保険医療機関において、患者数等の変動等により当該評価料によ

る収入が上記の増加分に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合に限り、

賞与等の手当など、ベア等以外の方法による賃金改善を行うことが認められる。いずれの場

合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料によっ

て賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準

を低下させてはならない。 

また、賃金改善の実績については、当該保険医療機関における「令和８年３月又は５月時

点の給与体系（令和８年５月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあ

っては、令和８年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和

８年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。）を、当

該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、

「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断する

こと。なお、賃金改善の実績については、ベースアップ評価料及び看護職員処遇改善評価料

について共通のものであること。 

ただし、「令和８年３月又は５月時点の給与体系（令和８年５月までにベースアップ評価

料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和８年度診療報酬改定前のベースアップ評



価料等による賃金改善後であって令和８年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等によ

る賃金改善前の体系に限る。）を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に

当てはめた場合の基本給等総額」、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本

給等総額」及び賃金改善の実績には、「令和７年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に

対する支援事業」によって交付される補助金による部分は含めないものとする。 

また、６月から翌年５月の１年間に算定した当該確保料による収入を、当該年の４月から

翌年３月の給与改善に充当することは差し支えない。 

(７) 常勤換算２名以上の対象職員が勤務していること。ただし、「基本診療料の施設基準

等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。 

(８) 当該保険医療機関において、以下に掲げる社会保険診療等に係る収入金額(以下、「社会

保険診療等収入金額」という。)の合計額が、総収入の 100 分の 80 を超えること。 

ア 社会保険診療(租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 26 条第２項に規定する社会

保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第

50 号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によってい

る場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね 100 分の 10 以下の場合をいう。)

の場合に限る。)及び保険外併用療養費（健康保険法第 86 条に規定する保険外併用療養

費をいう。）を支給された場合に当該療養に関して患者から支払われる料金を含む。) 

イ 健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第六条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同

法第４条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入

金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限

る。) 

ウ 予防接種(予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)第２条第６項に規定する定期の予防接種

等その他医療法施行規則第 30 条の 35 の３第１項第２号ロの規定に基づき厚生労働大臣

が定める予防接種(平成 29 年厚生労働省告示第 314 号)に規定する予防接種をいう。)に

係る収入金額 

エ 助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(１の分娩に

係る助産に係る収入金額が 50 万円を超えるときは、50 万円を限度とする。) 

オ 介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第 26 条第２項第４

号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。) 

カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第６条に規定する介護給

付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例

特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給

付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費並びに同法第 77 条及び第 78

条に規定する地域生活支援事業に係る収入金額 

キ 児童福祉法第 21 条の５の２に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、

同法第 24 条の２に規定する障害児入所給付費、同法第 24 条の７に規定する特定入所障

害児食費等給付費並びに同法第 24 条の 25 に規定する障害児相談支援給付費及び特例障

害児相談支援給付費に係る収入金額 

ク 国、地方公共団体及び保険者等が交付する補助金等に係る収入金額 

(９) 当該保険医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。 



(10) 当該保険医療機関は、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、３の

（１）の届出及び区分変更に合わせて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知

すること。また、対象職員から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、

当該対象者についての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かり

やすく回答すること。 

２ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注５及び注６に関する施設基準 

以下のいずれかに該当する保険医療機関であること。 

(１) 令和８年３月 31 日時点において歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を届け出ていた

保険医療機関 

(２) 令和８年度の対象職員（歯科医師及び医師を除く。）の当該評価料を算定する月の基本

給等を合計し、当該対象職員を令和６年３月時点の給与体系に当てはめた場合と比較した場

合に、５分５厘（看護補助者、事務職員については、８分）に相当する水準以上のベア等を

行った保険医療機関又は令和９年度の対象職員（歯科医師及び医師を除く。）の当該評価料

を算定する月時点の基本給等を合計し、当該対象患者を令和６年３月時点の給与体系に当て

はめた場合と比較した場合に、８分７厘（看護補助者、事務職員については、１割３分７

厘）に相当する水準以上のベア等を行った保険医療機関 

３ 届出に関する事項 

(１) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添２の様式 96 を用

いること。ただし、２の（２）の基準を満たす場合における届出は、追加で別添２の様式

98 を用いること。なお、令和８年度及び令和９年度においてベースアップ評価料の点数構

造の変更に伴い、評価区分を見直す必要があるため、新規届出時及び毎年６月１日時点にお

いて当該評価料を算定できるよう、地方厚生(支)局長に届け出ること。 

(２) 毎年８月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため、「賃金改善実

績報告書」を別添２の様式 100 の別添１により作成し、地方厚生(支)局長に報告するこ

と。また、毎年８月において、算定を行っている年度における賃金改善の取組状況を当該保

険医療機関において適切に把握するため、「賃金改善中間報告書」を別添２の様式 100 の

別添１により作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。 

(３) 事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ

評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、当該保険

医療機関の収支状況、賃金水準の引下げの内容等について記載した「特別事情届出書」を、

別添２の様式 94 により作成し、届け出ること。 

なお、年度を超えて対象職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に(２)の

「賃金改善中間報告書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届け出る必要があるこ

と。 

(４) 保険医療機関は、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定に係る書類(「賃金改善

中間報告書」等の記載内容の根拠となる資料等)を、当該評価料を算定する年度の終了後３

年間保管すること。 

(５) 法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関において、医療機関の「月額賃金

総額」及び「対象職員数」を通算して届出を行う場合には、別添２の様式 96 の作成に当た

って別添２の様式 99 を、「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」を複数の保



険医療機関を集約して作成する場合には、別添２の様式 100 の別添１の代わりに、別添２

の様式 100 の別添２を用いることとする。 

 

第 107 入院ベースアップ評価料 

１ 入院ベースアップ評価料の施設基準 

(１) 医科点数表又は歯科点数表第１章第２部第１節の入院基本料（特別入院基本料等を含

む。）、同部第３節の特定入院料又は同部第４節の短期滞在手術等基本料（短期滞在手術等

基本料１を除く。）を算定している保険医療機関であること。 

(２) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出

を行っており、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価

料(Ⅱ)の届出を行っていない保険医療機関であること。 

(３) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により

算定される点数の見込み（ただし、当該評価料の注５又は注７に定める点数を算定する場合

は、それぞれ１から３まで又は注６に定める点数を算定したものとする。）を合算した数に

10 円を乗じた額が、賃金改善算定基礎額未満であること。 

(４) 入院ベースアップ評価料の保険医療機関ごとの区分については、当該保険医療機関にお

ける賃金改善算定基礎額、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベース

アップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み並びに延べ入院患者数の見込みを用いて

次の式により算出した数【Ｃ】に基づき、別表５に従い該当する区分を届け出ること。 

賃金改善算定基礎額－(外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び 

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み)×10 円 

【Ｃ】＝ 

当該保険医療機関の延べ入院患者数×10 円 

 

(５) (３)及び(４)について、 

賃金改善算定基礎額の算出に用いる対象職員（医師及び歯科医師を除く。）の月額賃金総

額は、２の（１）の届出を行う月の直近１月の総額（ただし、届出を行う月の前月に既に当

該年度の賃金改善が開始されている場合は、当該賃金改善を開始する前月の総額）を用いる

こと。ただし、月額賃金とは、基本給又は決まって毎月支払われる手当（以下「基本給等」

という。）及び時間外手当等の月ごとに変動して支払われる手当の合計をいい、賞与、期末

・勤勉手当等特定の時期にのみ支払われる手当を含まない。なお、「月額賃金」には、「令

和７年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」によって交付される補助

金による部分は、含めないものとする。 

「常勤及び週 22 時間以上勤務する非常勤の医師及び歯科医師の数」は、２の（１）の届

出を行う月の直近３月の期間の各月１日時点における１月あたりの平均の数値を用いるこ

と。「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)に

より算定される点数の見込み」は、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事

項について」別添１の第２章第 14 部第１節「Ｏ００１」外来・在宅ベースアップ評価料

（Ⅰ）の（２）から（５）及び「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に

ついて」別添２の第２章第 15 部第１節「Ｐ００１」歯科外来・在宅ベースアップ評価料

（Ⅰ）の（２）から（５）までに掲げる基本診療料等の算定回数を用いて計算し、２の



（１）の届出を行う月の直近３月の期間の１月あたりの平均の数値を用いること。「延べ入

院患者数」は、２の（１）の届出を行う月の直近３月の期間の１月あたりの延べ入院患者数

の平均の数値を用いること。 

また、届け出た時点と比較して、対象職員の数又は「延べ入院患者数」に１割以上の変動

があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行

った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を

算定すること。 

(６) 当該評価料により得られる収入は、対象職員の基本給等の引上げ(以下「ベア等」とい

う。)及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に

用いること。なお、恒常的に夜間を含む交代制勤務をとっている職場の職員に支払われる夜

勤手当については、決まって毎月支払われる手当に準じて基本給等に含めて差し支えない。 

ただし、ベア等を行った保険医療機関において、患者数等の変動等により当該評価料によ

る収入が上記の増加分に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合に限り、

賞与等の手当など、ベア等以外の方法による賃金改善を行うことが認められる。いずれの場

合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料によっ

て賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水

準を低下させてはならない。 

また、賃金改善の実績については、当該保険医療機関における「令和８年３月又は５月時

点の給与体系（令和８年５月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあ

っては、令和８年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和

８年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。）を、当

該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、

「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断する

こと。なお、賃金改善の実績については、ベースアップ評価料及び看護職員処遇改善評価料

について共通のものであること。 

ただし、「令和８年３月又は５月時点の給与体系（令和８年５月までにベースアップ評価

料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和８年度診療報酬改定前のベースアップ評

価料等による賃金改善後であって令和８年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等によ

る賃金改善前の体系に限る。）を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に

当てはめた場合の基本給等総額」、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本

給等総額」及び賃金改善の実績には、「令和７年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に

対する支援事業」によって交付される補助金による部分は含めないものとする。 

また、６月から翌年５月の１年間に算定した当該評価料による収入を、当該年の４月から

翌年３月の給与改善に充当することは差し支えない。 

(７) 常勤換算２名以上の対象職員が勤務していること。ただし、「基本診療料の施設基準

等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。 

(８) 当該保険医療機関において、以下に掲げる社会保険診療等に係る収入金額(以下、「社会

保険診療等収入金額」という。)の合計額が、総収入の 100 分の 80 を超えること。 

ア 社会保険診療(租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 26 条第２項に規定する社会

保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第



50 号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によってい

る場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね 100 分の 10 以下の場合をいう。)

の場合に限る。)及び保険外併用療養費（健康保険法第 86 条に規定する保険外併用療養

費をいう。）を支給された場合に当該療養に関して患者から支払われる料金を含む。) 

イ 健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第６条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同

法第四条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入

金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限

る。) 

ウ 予防接種(予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)第３条第６項に規定する定期の予防接種

等その他医療法施行規則第 30 条の 35 の３第２項第２号ロの規定に基づき厚生労働大臣

が定める予防接種(平成 29 年厚生労働省告示第 314 号)に規定する予防接種をいう。)に

係る収入金額 

エ 助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(１の分娩に

係る助産に係る収入金額が 50 万円を超えるときは、50 万円を限度とする。) 

オ 介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第 26 条第２項第４

号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。) 

カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第６条に規定する介護給

付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例

特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給

付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費並びに同法第 77 条及び第 78

条に規定する地域生活支援事業に係る収入金額 

キ 児童福祉法第 21 条の５の２に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、

同法第 24 条の２に規定する障害児入所給付費、同法第 24 条の７に規定する特定入所障

害児食費等給付費並びに同法第 24 条の 25 に規定する障害児相談支援給付費及び特例障

害児相談支援給付費に係る収入金額 

ク 国、地方公共団体及び保険者等が交付する補助金等に係る収入金額 

(９) 当該保険医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。 

(10) 当該保険医療機関は、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、２の

（１）の届出に合わせて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知すること。ま

た、対象職員から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、当該対象者に

ついての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かりやすく回答す

ること。 

(11) 過年度において当該評価料を算定している場合、前年度及び当年度に提出が必要な賃金

改善実績報告書を適切に提出していること。 

２ 届出に関する事項 

(１) 入院ベースアップ評価料の施設基準に係る届出は、別添２の様式 97 を用いること。な

お、令和８年度及び令和９年度においてベースアップ評価料の点数構造の変更に伴い、評価

区分を見直す必要があるため、新規届出時及び毎年６月１日時点において当該評価料を算定

できるよう、地方厚生(支)局長に届け出ること。 



(２) 毎年８月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため、「賃金改善実

績報告書」を別添２の様式 100 の別添１により作成し、地方厚生(支)局長に報告するこ

と。また、毎年８月において、算定を行っている年度における賃金改善の取組状況を当該保

険医療機関において適切に把握するため、「賃金改善中間報告書」を別添２の様式 100 の

別添１により作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。 

(３) 事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ

評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、当該保険

医療機関の収支状況、賃金水準の引下げの内容等について記載した「特別事情届出書」を、

別添２の様式 94 により作成し、届け出ること。 

なお、年度を超えて対象職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に(２)の

「賃金改善中間報告書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届け出る必要があるこ

と。 

(４) 保険医療機関は、入院ベースアップ評価料の算定に係る書類(「賃金改善中間報告書」等

の記載内容の根拠となる資料等)を、当該評価料を算定する年度の終了後３年間保管するこ

と。 

(５) 法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関において、保険医療機関の「月額

賃金総額」及び「対象職員数」を通算して届出を行う場合には、別添２の様式 97 の作成に

当たって別添２の様式 99 を、「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」を複数

の保険医療機関を集約して作成する場合には、別添２の様式 100 の別添１の代わりに、別

添２の様式 100 の別添２を用いることとする。 

 


